
○佐用町人生いきいき住宅助成事業実施要綱
平成25年３月29日要綱第26号

改正
平成28年３月29日要綱第31号
平成28年12月１日要綱第51号
平成30年３月30日要綱第18号
平成31年３月25日要綱第14号
令和元年10月15日要綱第16号
令和４年５月31日要綱第39号

佐用町人生いきいき住宅助成事業実施要綱
佐用町人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱（平成17年佐用町要綱第41号）の全部を改正
する。
（目的）
第１条　この要綱は、高齢者及び障害者（以下「高齢者等」という。）が住み慣れた住宅で安
心して自立した生活を送ることができる住環境を整備するため、住宅を社会公共財という視
点から、高齢者等に対応した既存住宅の改造等に要する経費を助成し、長寿社会に対応した
人にやさしい住まいづくりと福祉のまちづくりの理念を実現することを目的とする。
（実施主体）
第２条　この事業の実施主体は、佐用町とする。
（定義）
第３条　この要綱において、「改造」とは、現に存する既設の建築物の構造耐力上主要な部分
（建築物の倒壊の防止等を目的とする構造耐力上の面からみて主要な部分で筋交いの入った
構造耐力上必要な壁、柱等をいう。）の変更を伴わない新たな部品の取付け及び設備の更新
などをいう。
２　この要綱において、「増築」とは一つの施設内にある現に存する既設の建築物の延べ面積
を増加させることをいい、「改築」とは現に存する既設の建築物の構造耐力上主要な部分の
一部を除去し、間取りの変更を行うことをいう。（以下「増改築」という。）
（対象世帯）
第４条　助成の対象となる世帯は、町内に居住する世帯（公営住宅に居住する世帯を除くもの
とする。）で、次の各号のいずれかに該当する者（以下「対象者」という。）が属する世帯
（以下「対象世帯」という。）とする。ただし、別表第３に定める世帯階層区分に該当しな
い場合は、これを対象世帯から除くものとする。
(１)　65歳以上の高齢者
(２)　身体障害者手帳の交付を受けた者（当該手帳の交付申請を行った者で町長が認める者
を含む。）
(３)　療育手帳の交付を受けた者（当該手帳の交付申請を行った者で町長が認める者を含
む。）
(４)　介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者（当該認定申請を行った者で
町長が認める者を含む。）
（対象経費等）
第５条　助成の対象となる経費は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところ
による。
(１)　住宅改造・一般型　対象世帯（ただし、原則として前条第２号から第４号に該当する
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者が属する世帯は除く。）が既存住宅を高齢者等に配慮した住宅に改造する場合で、別表
第１に定める改造箇所のうち、原則として２箇所以上の手すりの設置、又は浴室（洗面所
を含む。）、便所、居室（対象者に限る。）及びそれらを結ぶ経路の段差解消の要件を満
たす改造工事を行う場合、助成の対象となる経費は別表第１に定める助成工事に要する経
費とし、当該要件を満たす改造及び増改築工事を行う場合（以下「増改築・一般型」とい
う。）にあっては、これらの額のほか別表第２に定める助成対象工事に要する経費で助成
対象限度額を超えない範囲の額を加えたものとする。
(２)　住宅改造・特別型　前条第２号から第４号までに該当する者で、生涯にわたり自宅で
の生活を希望する者が属する世帯が、その身体状況に応じた既存住宅の改造を行う場合、
助成の対象となる経費は、前号の規定にかかわらず、住まいの改良相談員が現地確認の
上、住宅改造の必要性・緊急性等を評価し、必要と認める範囲の改造に要する経費で次に
掲げる条件を満たす額とし、対象者用居室等の増改築を伴う住宅改造を行う場合（以下、
「増改築・特別型」という。）にあっては、これらの額のほか、当該増改築工事に要する
経費で150,000円に増改築面積（㎡）を乗じた額を超えない範囲の額を加えたものとす
る。
ア　前条第２号に該当する者が属する世帯では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下、「障害者総合支援法」とい
う。）に基づく地域生活支援事業の住宅改修費の給付対象となる場合は、当該事業の住
宅改修費を含む額
イ　前条第４号に該当する者が属する世帯では、介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は
介護予防住宅改修費を含む額

２　対象世帯が集合住宅の場合にあっては、専用部分の住宅改造に限り適用するものとし、賃
貸住宅の場合にあっては、家主の許可・承認を得ていることを条件とする。
（同居促進のための特例）
第６条　対象者と同居しようとする世帯が、対象者と同居するため対象者用居室等の増改築を
伴う住宅改造を行う場合には、当該世帯を第４条に定める対象世帯とみなすことができるも
のとする。ただし、別表第３に定める世帯階層区分に該当しない場合は、これを対象世帯か
ら除くものとする。
（助成額）
第７条　対象世帯が対象者用居室等の増改築を伴わない住宅改造・一般型を行う場合、１世帯
につき、改造に要した第５条第１項第１号の規定により算出した対象経費の額に応じて、別
表第４に定める助成額を助成するものとする。
２　対象世帯が対象者用居室等の増改築を伴わない住宅改造・特別型を行う場合、１世帯につ
き、改造に要した第５条第１項第１号の規定により算出した対象経費の額と1,000,000円を
比較して少ない方の額から、以下に定める額を控除した額に、別表第３に定める世帯階層区
分に応じたバリアフリー改造の欄に定める助成率を乗じて得た額を助成するものとする。
(１)　第４条第２号に該当する者が属する世帯で、障害者総合支援法に基づく地域生活支援
事業の住宅改修費の給付対象となる世帯では、当該住宅改修費給付限度額（200,000円未
満の場合は200,000円とする。）
(２)　第４条第４号に該当する者が属する世帯では、介護保険制度の居宅介護住宅改修費限
度額又は介護予防住宅改修費限度額

３　前項の規定にかかわらず、第４条第２号に該当する者が属する世帯で前項第１号の対象と
ならない者を含む世帯又は同条第３号に該当する者を含む世帯で、別表第３に定める助成率
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が３／３の世帯階層区分に属する世帯にあっては、対象経費の１割と介護保険制度の居宅介
護住宅改修費限度額又は介護予防住宅改修費限度額相当額の１割のいずれか少ない額を控除
した額を助成するものとする。
４　対象世帯が増改築・一般型又は増改築・特別型を行う場合、１世帯につき、前３項のほ
か、増改築工事に要した第５条の規定により算出した対象経費の額と1,500,000円を比較し
て少ないほうの額に、１／３を乗じて得た額を助成するものとする。
（特別加算助成）
第８条　対象世帯が町内に主たる事業所を有する施工業者を利用した場合は、次に定める額か
ら前条で算出された助成額を控除した額に１／５を乗じて得た額と特別加算限度額100,000
円を比較して少ないほうの額を特別加算として助成するものとする。ただし、対象世帯が経
営する施工業者については、本条の助成から除くものとする。
(１)　住宅改造・一般型は、第５条第１項第１号により算出した対象経費の額又は第５条第
４項の例による場合はその対象経費を加えた額
(２)　住宅改造・特別型は、第５条第１項第２号により算出した対象経費の額又は第５条第
４項の例による場合はその対象経費を加えた額と1,000,000円を比較して少ない方の額か
ら前条第２項１号又は第２号に定める額を控除した額
(３)　増改築・一般型は、第１号により算定した額に増改築工事に要した第５条第１項第１
号の規定により算出した対象経費の額と1,500,000円を比較して少ないほうの額を加えた
額
(４)　増改築・特別型は、第２号により算定した額に増改築工事に要した第５条第１項第２
号の規定により算出した対象経費の額と1,500,000円を比較して少ないほうの額を加えた
額

２　前条第３項に該当する世帯にあっては、これを本条の対象世帯から除くものとする。
（申請）
第９条　本事業の助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、人生いきいき住宅
助成事業助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければ
ならない。
(１)　住宅改造工事計画書（工事前及び計画図面）
(２)　工事見積書（工事部位ごとの金額内訳があるもの）
(３)　工事承認書（様式第２号）
(４)　世帯の所得や課税状況等を証する書類
(５)　改造箇所の工事前写真（撮影日があるもの）
(６)　住宅改修が必要な理由書（介護保険と一体的に実施する場合）
(７)　その他町長が必要と認める書類
２　申請者は、世帯の所得や課税状況等について、町が調査することに同意する場合は、世帯
の所得・課税状況等の調査に関する同意書（様式第３号）を提出するものとする。この場
合、前項第４号の書類を提出する必要はない。
（決定及び着手）
第10条　町長は、前条の規定による申請があったときは、その申請内容を審査し、住宅改造や
増築の必要性を検討し、予算の範囲内で助成の可否を決定するとともに、人生いきいき住宅
助成事業助成金交付決定（却下）通知書（様式第４号）により、当該申請者に通知するもの
とする。ただし、住宅改造・特別型及び増改築・特別型の審査については、住まいの改良相
談員等をもって申請者の身体状況、家屋状況等を調査するものとする。
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２　申請者は、前項の規定による通知を受けた日以後でなければ、改造工事に着手してはなら
ない。
３　同条第１項の住まいの改良相談員等は、次に掲げる資格を有する者とする。ただし、やむ
を得ずいずれかの職種の改良相談員が設置できないときは、当該職種の専門家が代替してこ
れを評価し、及び確認を行うものとする。
(１)　社会福祉士又は介護福祉士
(２)　理学療法士又は保健師
(３)　建築士
（変更届）
第11条　前条の第１項、２項により決定通知を受けた後に工事内容等の変更が生じた場合は、
申請者は人生いきいき住宅助成事業変更申請書（様式第５号）に、次に掲げる書類を添え
て、速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(１)　住宅改造工事変更計画書（変更計画図面）
(２)　工事変更見積書（工事部位ごとの金額内訳があるもの）
(３)　改造箇所の工事前写真（撮影日があるもの）
(４)　その他町長が必要と認める書類
２　町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定す
るとともに、人生いきいき住宅助成事業助成金変更交付決定（却下）通知書（様式第６号）
により、当該申請者に通知するものとする。
（完了報告及び助成金の交付）
第12条　第10条又は第11条の規定により助成の決定を受けた申請者は、工事完了後、速やかに
人生いきいき住宅助成事業完了報告書（様式第７号）に、次に掲げる書類を添えて町長に提
出しなければならない。ただし、完了報告書は第９条に定める申請をした年度内に提出する
ものとする。
(１)　工事代金領収書
(２)　工事内訳書（工事部位ごとの金額内訳があるもの）
(３)　改造箇所の工事後の写真（撮影日があるもの）
(４)　その他町長が必要と認める書類
２　町長は、前項の規定による届出があった場合は工事内容を審査・確認し、助成金の額を確
定し、人生いきいき住宅助成事業助成金確定通知書（様式第８号）により、当該申請者に通
知するものとする。
３　町長は、助成金の額を確定したときは、申請者の請求に基づき助成金を交付するものとす
る。
（助成決定の取消し及び助成金の返金）
第13条　町長は、助成の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(１)　虚偽の申請その他不正行為により助成の決定を受けたとき
(２)　工事を町長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき
(３)　その他この要綱に違反したとき
２　町長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る助成金が既に交
付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
（関係機関との連携）
第14条　町長は、保健・医療・福祉・建築等の関係機関との連携を図りながら、本事業を推進
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していくものとする。
（介護保険制度等の優先使用等）
第15条　住宅改造において、第４条第２号の対象となる世帯で、障害者総合支援法に基づく地
域生活支援事業の住宅改修の対象となる者を含む世帯にあっては、当該住宅改修を優先して
行うものとし、対象工事の実施に当たっては、一体的に行うものとする。ただし、対象者に
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の住宅改修の対象となる工事の必要がない場合
は、この限りでない。
２　住宅改造において、第４条第４号の対象となる世帯にあっては、介護保険の居宅介護住宅
改修又は介護予防住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては、一体的
に行うものとする。ただし、対象者に介護保険の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修の
対象となる工事の必要がない場合は、この限りでない。
（その他）
第16条　当該事業の助成を受けた世帯は、再度当該事業の助成を受けることはできない。ま
た、他の助成事業と重ねて当該事業の助成を受けることはできない。ただし、次の各号のい
ずれかに該当する場合、再度当該事業の助成を認めることができるものとする。
(１)　身体機能の低下等により、その状況に合わせた改造が特に必要と認められる場合
(２)　当該事業の助成を受けた世帯で、新たな対象者が生じ、その状況に合わせた改造が特
に必要と認められる場合
(３)　住宅改造・特別型について著しく要介護状態が重くなった場合等で、以前に受給した
介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の額にかかわらず、改めてそ
の時点での支給限度基準額までの住宅改修費の受給が可能となった場合
（補足）
第17条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附　則
この要綱は、平成25年４月１日から施行する。
附　則（平成28年３月29日要綱第31号）

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。
附　則（平成28年12月１日要綱第51号）

この要綱は、公布の日から施行する。
附　則（平成30年３月30日要綱第18号）

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。
附　則（平成31年３月25日要綱第14号）

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。
附　則（令和元年10月15日要綱第16号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の佐用町人生いきいき住宅助成事業実施要綱の規
定は、令和元年10月１日から適用する。

附　則（令和４年５月31日要綱第39号）
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の佐用町人生いきいき住宅助成事業実施要綱の規
定は、令和４年４月１日から適用する。
別表第１（第５条関係）
住宅改造・一般型に係る助成対象工事

改造箇所 助成対象工事

浴室 手すりの設置
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段差解消
洗面所 高齢者等に配慮したユニットバスの設置

手すりの設置
便所 段差解消

和便器から洋便器への取替え

玄関
手すりの設置

（玄関から道路までに 段差解消
至る通路を含む。）

廊下 手すりの設置
滑り止めの取付け階段

居室
段差解消

（対象者用に限る。）

台所 段差解消

その他高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資す
上記共通

るもの

別表第２（第５条関係）
増改築・一般型に係る助成対象工事

改造箇所 助成対象工事 助成対象限度額

高齢者等の利用の安全性又は利便性
玄関 の向上のために行う対象部位の増改

築に係る工事

高齢者等の利用の安全性又は利便性
居室 の向上のために行う対象部位の増改

150,000円／㎡築に係る工事
×増改築部分面

高齢者等の利用の安全性又は利便性 積（㎡） 1,500,000円
浴室 の向上のために行う対象部位の増改

築に係る工事

高齢者等の利用の安全性又は利便性
便所 の向上のために行う対象部位の増改

築に係る工事

高齢者等の居室等へのミニキッチンの設置に係 300,000円
る工事

別表第３（第４条、第６条、第７条関係）

バリアフリー改
造世帯階層区分
助成率

生計中心者が給与収入のみの者で
前年分の給与収入金額が、800万
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住宅改造 円以下の世帯
－

・一般型 生計中心者が給与収入のみ以外の
者で前年分の所得金額が、600万
円以下の世帯

生活保護法（昭和25年法律第144
号）による被保護世帯（単給世帯 ３／３
含む。）

生計中心者が当該年度分市町村民
９／10

税非課税の世帯

生計中心者が前年分所得税非課税
で当該年度分市町村民税均等割の ９／10
み課税の世帯

生計中心者が前年分所得税非課税住宅改造
で当該年度分市町村民税所得割及 ２／３・特別型
び均等割課税の世帯

生計中心者が前年分所得税課税
で、所得税額が７万円以下の世帯

１／２
（住宅改造・一般型で定める所得
を超える者を除く。）

生計中心者の前年分所得税額が７
万円を超える世帯（住宅改造・一

１／３
般型で定める所得を超える者を除
く。）

備考　１　「給与収入金額」とは、住民税納税通知書等の支払給与の総額（税込み年収）を
いい、「所得金額」とは、納税証明書等の所得金額をいう。ただし、所得税法上の
譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得及び山林所得の所得金額を含まないものと
する。
２　「所得税額」とは所得税法（昭和40年法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年
法律第26号）及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和
22年法律第175号）の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税
額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(１)　所得税法第92条第１項、第95条第１項、第２項及び第３項
(２)　租税特別措置法第41条第１項、第２項及び第３項
(３)　租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成10年法律第23号）附則第12条
３　申請書が、１月から６月までの間に受理された場合にあっては、「前年分の所得
税」とあるのは「前々年分の所得税」とし、申請書が４月から６月までの間に受理
された場合にあっては、「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町
村民税」とする。

別表第４（第７条関係）
住宅改造・一般型に係る助成額

助成対象工事費 助成額
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75,000円以上150,000円未満 40,000円

150,000円以上300,000円未満 75,000円

300,000円以上600,000円未満 150,000円

600,000円以上900,000円未満 250,000円

900,000円以上 300,000円
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様式第１号（第９条関係）
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様式第２号（第９条関係）

様式第３号（第９条関係）

10/15



様式第４号（第10条関係）
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様式第５号（第11条関係）
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様式第６号（第11条関係）
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様式第７号（第12条関係）
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様式第８号（第12条関係）
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